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（１）審議概観

第190回国会において、本特別委員会に

付託された法律案は、内閣提出１件及び

衆議院提出３件（うち政治倫理の確立及

び公職選挙法改正に関する特別委員長提

出２件）の合計４件であり、いずれも可

決した。

また、本特別委員会付託の請願２種類78

件は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

公職選挙法の一部を改正する法律案（衆

第２号）は、国政選挙の選挙権を有して

いるにもかかわらず選挙人名簿に登録さ

れないために国政選挙の投票をすること

ができない者が、投票をすることができ

るようにするために、選挙人名簿の登録

制度を改める等の措置を講じようとする

ものである。

委員会においては、本改正に係る周知

活動及び不在者投票制度の改善に向けた

取組、18歳になる者が外国に転居した場

合の選挙人名簿に係る取扱い等について

質疑が行われ、全会一致をもって原案ど

おり可決した。

国会議員の選挙等の執行経費の基準に

関する法律及び公職選挙法の一部を改正

する法律案（閣法第30号）は、最近にお

ける物価の変動、選挙等の執行状況など

を考慮し、地方公共団体に交付する執行

経費の基準を改定するとともに、選挙人

の投票しやすい環境を整えるため、共通

投票所における投票及び期日前投票の投

票時間の弾力的な設定を可能とし、投票

所に入ることができる選挙人の同伴する

子供の範囲を拡大するなどの措置を講じ

ようとするものである。なお、衆議院に

おいて、期日前投票所の増設等に関する

規定及び期日前投票所の開閉時間に係る

検討条項を追加する修正が行われている。

公職選挙法の一部を改正する法律案（衆

第24号）は、船員の投票の機会を拡充す

るため、洋上投票の対象を広げるととも

に、選挙において候補者の政策等を有権

者が知る機会を拡充するため、要約筆記

者に対する報酬支払を解禁しようとする

ものである。



委員会においては、両法律案を一括し

て議題とし、模擬選挙の拡充と若者の投

票環境向上策、政見放送への手話通訳及

び字幕の付与の現状と課題、投票機会を

保障するための執行経費確保の必要性等

について質疑が行われ、討論の後、順次

採決の結果、閣法第30号は多数をもって、

衆第24号は全会一致をもって、原案どお

り可決した。なお、衆第24号に対し附帯

決議が付された。

衆議院議員選挙区画定審議会設置法及

び公職選挙法の一部を改正する法律案（衆

第26号）は、衆議院小選挙区選出議員の

選挙区間における人口較差に係る累次の

最高裁判所大法廷判決及び平成28年１月

14日に行われた衆議院選挙制度に関する

調査会の答申を踏まえ、衆議院議員の定

数を10人削減するとともに、衆議院小選

挙区選出議員の選挙区間における人口較

差の是正措置について、各都道府県の区

域内の選挙区の数を平成32年以降10年ご

とに行われる国勢調査の結果に基づきい

わゆるアダムズ方式により配分すること

とし、あわせて平成27年の国勢調査の結

果に基づく特例措置を講ずること等を行

おうとするものである。

委員会においては、最高裁判所の判決

内容とアダムズ方式の導入時期の妥当性、

定数削減の根拠及び調査会答申との関係

等について質疑が行われ、討論の後、多

数をもって原案どおり可決した。

（２）委員会経過

○平成28年１月４日(月)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成28年１月27日(水)（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

公職選挙法の一部を改正する法律案（衆第２

号）（衆議院提出）について提出者衆議院政

治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特

別委員長山本公一君から趣旨説明を聴き、衆

議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関

する特別委員長代理 沢一郎君、同中野洋昌

君及び政府参考人に対し質疑を行った後、可

決した。

〔質疑者〕

牧山ひろえ君（民主）、井上哲士君（共産）

（衆第２号）

賛成会派 自民、民主、公明、共産、維元、

維会

反対会派 なし

○平成28年４月１日(金)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する

法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案

（閣法第30号）（衆議院送付）について高市

総務大臣から趣旨説明を、衆議院における修

正部分について修正案提出者衆議院議員 坂

誠二君から説明を聴き、

公職選挙法の一部を改正する法律案（衆第24

号）（衆議院提出）について提出者衆議院政

治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特

別委員長山本公一君から趣旨説明を聴き、

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する

法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案

（閣法第30号）（衆議院送付）

公職選挙法の一部を改正する法律案（衆第24

号）（衆議院提出）

以上両案について衆議院政治倫理の確立及び

公職選挙法改正に関する特別委員長代理 坂

誠二君、高市総務大臣及び政府参考人に対し

質疑を行い、討論の後、いずれも可決した。

〔質疑者〕

牧山ひろえ君（民進）、足立信也君（民進）、

井上哲士君（共産）

（閣法第30号）

賛成会派 自民、民進、公明、維会、元気



反対会派 共産

（衆第24号）

賛成会派 自民、民進、公明、共産、維会、

元気

反対会派 なし

なお、公職選挙法の一部を改正する法律案（衆

第24号）（衆議院提出）について附帯決議を

行った。

○平成28年５月18日(水)（第４回）

衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職

選挙法の一部を改正する法律案（衆第26号）

（衆議院提出）について発議者衆議院議員細

田博之君から趣旨説明を聴き、同細田博之君、

同北側一雄君及び同 沢一郎君に対し質疑を

行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

牧山ひろえ君（民進）、井上哲士君（共産）

（衆第26号）

賛成会派 自民、公明、維新、元気

反対会派 民進、共産

○平成28年６月１日(水)（第５回）

請願第115号外77件を審査した。

政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査の

継続調査要求書を提出することを決定した。


